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最終更新日：2023年5月31日 

 

株式会社アルプス物流 コーポレートガバナンス・ポリシー 

 

 当社は、株主、顧客、従業員及び地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たすと

ともに、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的とした、実効性あるコーポレ

ートガバナンスを実現してまいります。 

本ポリシーは、取締役会がこれを定め、継続的かつ定期的に見直しを行い、企業価値向上

のためのコーポレートガバナンスの充実と進化に取り組みます。 

 

第１章 総則 

 

（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方） 

 当社では、コーポレートガバナンスの定義を「企業価値を増大するため、経営層による適

正かつ効率的な意思決定と業務執行ならびにステークホルダーに対する迅速な結果報告及

び健全かつ効率的で透明性のある経営を実現する仕組みの構築・運用」としています。株主

をはじめ、全てのステークホルダーの利益最大化が重要と考え、企業価値の最大化を図り、

かつステークホルダー間の利益をバランスよく満たし、その利益を直接、間接的に還元する

ことを基本としています。 

 

第２章 株主の権利・平等性の確保 

 

 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値創造を図るために、企業理念を「ものづくり

を支える最適物流を追求し、豊かな社会の実現に貢献します」と定め、これを具現化する「３

つの経営姿勢」を策定し、事業活動とサステナビリティを巡る課題への対応を一体化して進

めるとともに、全ての株主の実質的な権利を確保するために、さまざまなコミュニケーショ

ン活動を通じて適切な情報提供をするなど、株主が円滑な権利行使を行えるよう、環境作り

などを行っています。 

 

１．株主総会 

 当社は、株主総会を株主との建設的な対話の場であるという認識の下、当社における最

高意思決定機関としており、全ての株主の意思を適切に反映させなければならないと考

えています。また、当社では、株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化を目的として、

株主の権利行使に係る環境整備を各種実施しており、当社ホームページなどで開示の「コ

ーポレートガバナンス報告書」にその施策を公表しています。 

 さらに、全ての株主の意向を確認し、今後の対話に反映させるため、株主総会終了後、

賛否要因を分析し、取締役会で議論しています。また、賛否結果については「臨時報告書」

及び当社ホームページにて開示しています。 

 

２．株主の平等性の確保 

 株主権利の保護や、その権利行使の促進を図るとともに、全ての株主に対して、実質的

な平等性の確保に努めています。また、違法行為の差止めや代表訴訟提起に係る権利等を

含む、会社法で少数株主に認められている権利について、株式取扱規則で権利行使方法を
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定め、かつ同規則を当社ホームページに掲載することなどにより、その権利行使の円滑化

及び権利行使を阻害しない体制を構築しています。 

① 株主総会において株主が適切な判断を行えるよう、必要に応じ適切な情報を提供す

るため、株主総会議案については、取締役会決議の後、速やかに当社ホームページ、

東京証券取引所ウェブサイトにて開示しています。 

② 株主が総会議案を十分に検討する期間を確保できるよう、招集通知を法定期日より

早期である総会開催日の３週間前を目処に発送しています。また、発送前の開示も実

施しています。 

③ 株主総会が株主との建設的な対話を行う場であるという認識の下、より多くの株主

が出席できるよう、毎年、いわゆる集中日と予測される日より前倒した日程で、株主

総会を開催しています。 

④ 株主が議決権行使を行いやすいよう、株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資家向け議

決権電子行使プラットフォーム」の採用やインターネットによる議決権の行使がで

きるようにしています。また、当社ホームページや東京証券取引所ウェブサイトなど

へ招集通知の英文版の掲載を行っています。 

⑤ 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等から株主総会において自ら議決権

の行使等を行うことの事前申出があった場合、当社基本方針に基づいて、株主総会出

席の対応を決定しています。 

 

３．資本政策 

 当社は中長期的な成長戦略と照らし合わせ、以下を考慮しつつ適正な資本水準を適宜

見直します。 

① 急激な経営環境の変化や今後の予期せぬ経済恐慌などにも耐えうる財務体質を維持

すること 

② グローバルに事業を展開するために必要な財務体質を維持すること 

③ 中長期的な成長を持続するために必要な資本を確保すること 

 

 また、配当政策については、安定配当を基本に、①株主への利益還元、②将来の成長に

向けた投資のバランスを考慮して決定することを基本方針とします。配当性向について

は、成長投資と株主還元に機動的に資金配分できるよう概ね30％～50％の範囲とし、株

主還元の充実に努めてまいります。 

 なお、機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能にするため、定款上は、剰余金の配

当等を株主総会のみならず取締役会の決議のみによっても行い得るよう定めております

が、現段階では期末配当は原則として株主総会に諮ることとします。 

 

４．政策保有株式 

 当社は、保有により当社の財務活動を円滑にすると判断した場合、及び事業戦略の遂行

のために必要と判断した場合、純投資目的以外の目的で株式を保有します。保有は、便益

と資本コストを意識して必要最低限とし、これを上回る株式については、適正な時期を判

断し縮減していきます。保有の継続または売却等の判断は、銘柄毎に保有目的、中長期的

な見通しなどを評価基準として、毎年の取締役会において検証していきます。政策保有株

式の議決権行使に関しては、議案の内容を検討し、中長期に、保有先企業の株式価値、ひ

いては当社の企業価値向上につながるか判断した上で議決権を行使します。 
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５．関連当事者間の取引 

 当社では、取締役または取締役が実質的に支配する会社が、当社または当社の関係会社

と取引をする場合には、当該取引について取締役会で承認を得るべき旨を取締役会規則

において定めています。また、その他の関連当事者間取引についても、金額が多額に上る

もの、または会社の経営上・信用上相当の影響があるものについては、当該取引について

取締役会で承認を得るべき旨を取締役会規則において定めています。また、社内規程とし

て「関連当事者取引管理規程」を定め、取引の合理性や取引条件の妥当性を確保し、当該

取引を適切に牽制する体制を構築しています。 

 

第３章 ステークホルダーとの適切な協働 

 

 当社は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の創出において、さまざまなステークホ

ルダーとの適切な協働が必要だと考えています。当社では「３つの経営姿勢」を策定し、事

業活動とサステナビリティを巡る課題への対応活動を一体化して進め、当社を取り巻くさ

まざまなステークホルダーの期待に応えるために、取締役会・経営陣がリーダーシップを発

揮しています。 

 

① お客様との共栄 

 多様なニーズにお応えする最適物流の提案とサービスの提供を行います。お客様と

強い信頼関係を築き、ベストパートナーとしてともに成長・発展を目指します。 

② 物流価値の創造 

 電子部品で培った専門性やノウハウを活かし、高品質・高効率な物流サービスを追求

します。社員一人ひとりの力をさらに高め、新たな物流価値を創造し続けます。 

③ 環境・社会と調和 

 グリーンロジスティクスを積極的に推進し、環境に配慮した取り組みを行います。社

会の一員としてルールを遵守し、安全・安心な物流サービスを提供し続けます。 

 

１．中長期的な企業価値向上の基礎となる企業理念 

 当社は、｢ものづくりを支える最適物流を追求し、豊かな社会の実現に貢献します」を

企業理念として、理想とすべき事業のあり方や、果たすべき社会的責任、人に賭ける思い

などを込めて、様々なステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期

的な企業価値向上のため、行動を推進しています。そして、以下の３つの行動指針を策定

し、社員一人ひとりが常に意識し行動するようにしています。 

① 誠意：｢まごころ」を込めて行動 

 私たちは、誠心誠意、お客様のための最適物流の実現を目指します。常にお客様の声

に耳を傾け、｢まごころ」を込めて行動します。 

② 快・速：快適にスピーディーに実行 

 私たちは、地球に優しく、お客様に「快適」な物流サービスを目指します。何ごとも

「スピーディー」に決定し、責任感を持ってやり遂げます。 

③ 挑戦：高い目標にチャレンジ 

 私たちは、一人ひとりがプロ意識を持ち、レベルアップを目指します。個の力を合わ

せて連携し、より「高い目標」にチャレンジします。 

 

２．サステナビリティを巡る課題への対応 
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 当社は、企業理念である「ものづくりを支える最適物流を追求し、豊かな社会の実現に

貢献します」の実現に向け、社会課題の解決につながる価値創造に取り組み、持続可能な

社会の実現と持続的な成長の両立を目指しています。サステナビリティに関しては、サス

テナビリティ推進委員会を設置し、サステナビリティを巡る課題に取り組み、定期的に取

締役会に報告する体制をとっています。また、2022年度を初年度とする第5次中期経営計

画の策定に合わせ、25のマテリアリティを特定しました。今後、取締役会においても定期

的に議題として取り上げ、サステナビリティに関する議論を更に深めていきます。また、

事業活動を行う上で基本とする価値観、経営姿勢とその考え方を｢アルプス物流倫理規範」

で明文化し、社員ひとり一人の行動規範として展開・推進しています。 
 
 

３．社内の多様性の確保 

 当社では、国籍や言語、文化慣習、性別などの異なる多様な社員が、お互いを理解し尊

重しながら、いきいきと交流し、創造的で自立したプロフェッショナルとして成長するこ

とが、企業力の源泉と考えています。女性の積極採用を継続推進している他、短時間勤務

制度の導入などを行っており、今後とも、ワークライフバランスの促進や、キャリア形成

支援など、各種施策に取り組み、女性の活躍を促進していきます。 

 

４．内部通報制度 

 当社では、現在、常勤監査等委員、社外監査等委員、内部監査部門長を窓口とする倫理

ホットライン制度を設置しています。倫理ホットライン規程を制定し、通報者の秘密保持

や不利益取扱いの禁止を明文化しています。また、管理部門を管掌する取締役が倫理ホッ

トライン制度の運用状況を監督し、定期的に取締役会に運用状況を報告しています。 

 

第４章 適切な情報開示 

 

 当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報を、株主・投資家などのステークホルダ

ーに対して、決算短信や有価証券報告書、適時開示資料など、法令や規則で開示が義務付け

られた情報を含め当社ホームページなどで適時、適切な情報開示を行うことで、経営の公正

と透明性を維持しています。また、株主通信を年２回発行し、事業報告に加えてグローバル

ビジネスの拡充状況などを紹介することで、当社の事業内容の理解が進むよう努めていま

す。さらに機関投資家向け決算説明会や個人投資家向け決算説明会等、マネジメントと投資

家が直接対話できる場の充実を図っています。 

 経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報、事業活動の最新ニュース等の非財

務情報については、当社ホームページなどで継続的な発信を行っています。 

 

第５章 取締役会等の責務 

 

１．取締役会及び取締役の役割 

 当社の取締役会は、経営の基本方針や中短期経営計画を含む経営に関する重要事項を

審議・決定するとともに、職務執行状況の監視・監督を行う機関と位置付けています。取

締役会は月１回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催を行い、重要事項を全て付議し、

充分な討議を経た上で決議を行っています。また、社外取締役を選任し、取締役の職務執

行の適法性を確保するための牽制機能を持たせています。 

 物流事業を営む当社においては、担当執行役員を本社の各機能及び事業本部ごとに設
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置し、執行責任の所在を明確にすることにより、迅速かつ的確な意思決定や職務執行を行

っています。また、取締役は、取締役会や執行役員会などを通じて執行役員の職務を監督

することにより、実効性の高い監督機能が発揮できると考えています。 

当社は執行役員制度を導入しており、事業、営業、経営企画、管理の機能別本部に加え、

国内、海外の事業担当制を敷き、取締役会から重要な業務執行の決定を委任された担当執

行役員が、当社及びに各子会社の業態や規模に応じた効率的な業務執行を行うよう、取締

役会が監督しています。また、執行役員会等において議論・審議を行い、迅速かつ的確な

意思決定及び業務執行を行います。 

 

２．取締役会の構成 

 当社は、取締役会における経営の方針や重要事項の審議・決定及び各取締役の職務の執

行状況の監督を実効的に行うため、当社で定める選任基準に基づき、女性や、海外現地法

人での業務経験やグローバルビジネスに精通するなど、必要と考えられる能力・資質を有

した者を取締役として選任しています。 

 

３．取締役候補者の選任基準 

 取締役候補者の選任基準を役員規則に規定し、次の条件を有する者を候補者として選

任するものとします。 

 

＜社内・社外取締役共通＞ 

① 経営に関し客観的判断能力を有するとともに、経営判断能力、先見性、洞察力に優

れていること 

② 遵法精神に富んでいること 

③ 人望、品格に優れ、高い倫理観を有していること 

④ 業務遂行上、健康面で支障のないこと 

 

＜社外取締役＞ 

① 企業経営者としての実践経験を有すること、または、経営の監督機能発揮に必要な

特定専門分野における実績と広範な見識を有すること 

② 取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること 

③ 独立社外取締役については、当社「社外取締役独立性基準」に照らして独立要件を

満たしていること 

 

４．独立社外取締役の役割 

 当社の独立社外取締役は、適法性の確保に注力するとともに、全てのステークホルダー

を念頭に置き、取締役会で積極的な意見交換や助言を行い、経営陣の選・解任及び報酬、

会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反の監督、その他の取締役会の重要な意思決定

を通じ、経営監督の強化に努めています。また、定期的に当社拠点を訪問し、情報収集を

行うとともに、監査等委員と情報交換・意見交換を定期的に行い、実効性のある監督に努

めています。 

 

５．最高経営責任者の後継者の決定 

 中期的な取締役会の体制については、最高経営責任者後任を含めて、経営トップ及び管

理担当執行役員で、定期的に協議を行っており、具体的な取締役候補者は、取締役会にて
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決定しています。加えて、取締役会での最高経営責任者の選定に先立ち、社外取締役を含

む指名・報酬諮問委員会にて審議を行うこととしています。 

 

６．経営陣への委任 

 当社は、取締役会において決議を要する事項については、法令・定款で定められている

もののほか、経営方針、中短期経営計画その他経営に関する重要事項についても、その項

目、金額基準等を設けて取締役会決議で判断・決定しており、当社ではこれらの付議基準

及び各取締役に委任する範囲について取締役会規則に定めています。 

 

７．監査等委員及び監査等委員会の役割・責務等 

 当社の監査等委員（会）は、社外取締役監査等委員がその過半数を占める体制により、

取締役会から独立した客観的な立場から適切な判断をするように努めています。また、

様々な知見や豊富な経験をもった社外監査等委員と当社の事業に精通した社内監査等委

員とが相互に連携して監査を行うとともに、内部監査部門と連携を図り、取締役会やその

他の重要な会議の場において、経営陣に対して意見を述べます。さらに、監査等委員の職

務の補助者及び監査等委員会の事務局を置くこととし、当該業務を担う使用人について

は取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保します。 

 

８．取締役の兼職について 

 取締役が他の上場会社の役員を兼職する場合には、当社の取締役としての役割・責務を

適切に果たすために必要な時間・労力を確保できる合理的な範囲に限り、所定の手続きを

経て、取締役会の承認をもって行うことができるものとし、重要な兼職の状況は、法令に

基づき株主総会参考書類及び事業報告などにおいて開示します。 

 

９．内部統制 

 当社では、企業グループとしての内部統制の基本方針を取締役会で決議し、法務部門、

内部監査部門、人事総務部門、経理部門及び情報システム部門などの各主管部門が基本方

針を受けて具体的な内部統制の仕組みの整備及び運用を行っています。 

 重要な施策の決定や契約書の締結については、事前に管理部門を管掌する取締役の指

揮・監督の下に法務部門が適法性及び妥当性について確認しています。財務諸表の適正を

確保するための内部統制の有効性については、内部監査部門が統制状況を取りまとめて

います。また、全社的なリスク管理（危機管理）は、経営企画部門及び人事総務部門が主

管となって実施しています。内部統制やリスク管理体制の監督については、各主管部門が

部門業務監査を実施しているほか、社長直轄の内部監査部門による内部監査の形で実施

しています。 

 

10．会計監査人 

 当社の会計監査人は、情報開示の信頼性と株主・投資家に対する責務を担保するべく、

高品質な監査を行うための十分な監査時間を確保しており、また、管理部門を管掌する取

締役、内部監査部門及び監査等委員である取締役と、必要に応じ情報交換を行うことで相

互の連携を深めています。 

 

11．取締役会の評価 

 取締役会による経営の監督の実効性及び適正性、ならびに自らの取締役としての職務
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の遂行状況について、毎年自己評価等を実施しています。また、取締役会の機能の向上を

図ることを目的に、取締役会の実効性評価を第三者評価機関に依頼し、中立的・客観的な

評価・検証を行い、その結果の概要について開示するものとします。 

 

12．取締役に対するトレーニングの方針 

 当社は、取締役・監査等委員が期待される役割・責務を適切に果たすことができるよう、

必要な知識の習得や適切な更新により、研鑚に努めることができる機会を提供していま

す。具体的には、年２回、役員研修会を開催し、社内外の状況を踏まえたテーマを取り上

げ、知識習得と意見交換を行っています。 

 また、監査等委員については、関係外部団体に加入するなどし、監査等委員監査に関す

る情報収集、共有化に努めるとともに、必要に応じてセミナーや研修を受講しています。

社外取締役の就任に際しては、当社の事業内容、経営内容及び中短期の経営計画などを説

明しています。 

 

第６章 株主との対話 

 

 当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーの利益最大化が重要と考え、企業価

値の最大化を図り、かつステークホルダー間の利益をバランスよく満たし、その利益を直接、

間接的に還元することを基本としています。その考え方に基づき、当社では株主との平素か

らの対話を重視しており、例えば、経営トップが決算説明会などにおいて、当社の経営状況

を説明し、意見交換などを実施しています。 

 社内における迅速かつ網羅的な情報収集体制を構築し、関連法規や証券取引所のルール

に則って、重要な会社情報について、開示の要否や内容、時期などの検討を行っています。

なお、株主からの対話（面談）については、株主の希望や関心事項などに応じて、経理・財

務部門を管掌する執行役員や経営トップなどが面談対応を行い、マネジメントと市場参加

者や株主が直接対話できる場の充実を図り、建設的かつ双方向的な対話を促進しています。

株主との対話等により得られた各種情報については、経理・財務部門を管掌する執行役員か

ら定期的に経営トップや取締役会への報告を行っています。 

 インサイダー情報を適切に管理するため、｢インサイダー取引規制に関する規程」に基づ

き、株主との公平な対話（面談）を含め、インサイダー情報の管理に努め、社内外への情報

漏洩の防止を図っています。 

 当社では、毎年３月末及び９月末における株主名簿を用い、株主名簿上の株主構造を把握

し、経理・財務部門を管掌する執行役員から取締役会へ定例的に報告し、社外取締役を含め

た全取締役間で情報を共有しています。 

 

以 上 
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【別 紙】 

 

＜社外取締役独立性基準＞  

 当社は、当社の社外取締役が以下の基準項目のいずれにも該当しない場合は、独立性を有している

と判断し、独立社外取締役とみなします。  

 

1. 当社及びその親会社・連結子会社・兄弟会社 (注１)  

2. 当社の大株主(注２)  

3. 当社の主要な取引先(注３)企業等の業務執行者、または、 当社の主要な借入先(注４)企業等の業

務執行者 

4. 当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 

5. 当社から多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、司法書士、税理士、弁

理士等の専門家 

6. 当社から多額の寄付を受けている者(注６)  

7. 社外取締役の相互就任関係(注７)となる他の会社の業務執行者 

8. 近親者(注８)が上記１から７までのいずれかに該当する者 

9. 過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者 

10. 前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認

められる者 

  

注１：現に所属している業務執行取締役、その他これらに準じる者及び使用人（以下、業務執行者とい

う）及び過去に一度でも当社及びその親会社・連結子会社・兄弟会社に所属したことがある業務執

行者をいう。 

注２：大株主とは、直近事業年度末において自己又は他人の名義をもって議決権ベースで５％以上の

保有株主をいう。大株主が法人､組合等の団体の場合は、当該団体に所属の業務執行者をいう。 

注３：主要な取引先とは、当社のサービス・商品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が

当社又は相手方の直近事業年度の連結売上高の２％を超えるものをいう。 

注４：主要借入先とは、当社が借入を行っている金融機関でその借入金残高が直近事業年度末におい

て当社又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。 

注５：多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。 

（１） 当該専門家が個人として当社に役務提供をしている場合は、当社から収受している対価（取

締役報酬を除く）が、年間１千万円を超えるときを多額という。 

（２） 当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社に役務提供をしている場合は当該団体が

当社から収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の２％を超えるときを

多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役

務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみな

す。 

注６：当社から年間１千万円を超える寄付を受けている者（法人､組合等の団体である場合は当該団体
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に所属する者のうち､当該寄付に係わる活動に直接関与する者）をいう。 

注７：当社の業務執行者が他の会社の社外取締役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の

社外取締役である関係をいう。 

注８：近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。 

 


